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犯罪被害者等支援条例（特化条例）における支援の対象 

 

１ 特化条例における犯罪等の定義と支援対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支援対象の例 

ケース１ 殺人事件により死亡した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害者 

（死亡） 

配偶者 

（遺族） 

子 

（遺族） 

殺人 

犯罪等 

（犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為） 

傷害 

強盗 

放火 

詐欺 

性犯罪 

支援対象（要綱、規則で規定） 

市内に住所を有する 

①犯罪行為により死亡した者の遺族 

②傷害等による重傷病者（加療１月以上） 

③性犯罪（不同意性交等）を受けた者 

窃盗 

DV 

虐待 

ストーカー 

被害者の遺族 

いる 

いない 

遺族の住所 
市外 

支援対象外 

市内 

支援対象 

資料４ 

支援対象 
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ケース２ 犯罪行為により傷病を負った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース３ 性犯罪被害に遭った場合 

 

 

 

被害者 

（傷病） 

配偶者 傷病の加療期間 

１月以上 

１月未満 

被害者の住所 
市外 

市内 

支援対象 

被害者 

（性犯罪被害） 
不同意性交等 

NO 

被害者の住所 
市外 

市内 

支援対象 支援対象外 

支援対象外 

支援対象 

YES 


